
特集Ⅱ

緊
急
特
集
「
国
葬
」と「
統
一
教
会
問
題
」

に
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
国
葬
の
問
題
で
あ
る
。
岸
田
内
閣
は
、
閣
議
に
お
い
て
、
九
月

二
七
日
に
安
倍
晋
三
元
首
相
の
「
国
葬
」
を
行
う
と
決
定
し
た
。　

　

し
か
し
、
明
治
憲
法
下
で
は
「
国
葬
」
が
天
皇
の
勅
令
で
あ
る
「
国
葬
令
」
に
基

づ
き
行
わ
れ
て
い
た
が
、
日
本
国
憲
法
施
行
に
際
し
て
「
国
葬
令
」
は
失
効
し
て

い
る
。
日
本
国
憲
法
と
相
い
れ
な
い
か
ら
失
効
し
た
の
で
あ
る
。「
国
葬
」
を
復
活

さ
せ
る
こ
と
は
、
法
的
根
拠
が
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
日
本
国
憲
法（
政
教
分

離
原
則
な
ど
）に
反
す
る
疑
い
が
あ
る
。
吉
田
茂
元
首
相
の
「
国
葬
」
か
ら
五
〇
年

以
上
に
わ
た
り
「
国
葬
」
が
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
係
る
事
情
が
あ
る
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ほ
か
、
思
想
及
び
良
心
の
自
由（
憲
法
第
一
九
条
）

を
侵
害
す
る
お
そ
れ
や
立
憲
主
義
に
反
す
る
立
法
及
び
政
治
を
執
り
行
っ
て
き

た
安
倍
元
首
相
の
「
業
績
」
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
多
く
の

意
見
が
あ
る
。

　

本
緊
急
特
集
で
は
、国
葬
の
本
質
に
遡
っ
て
、宮
間
純
一
論
文
に
お
い
て
歴
史
的

観
点
か
ら
国
民
統
合
の
装
置
と
し
て
の
機
能
を
解
明
し
、
石
村
修
論
文
に
お
い
て

憲
法
的
観
点
か
ら
国
の
在
り
方
に
着
目
し
た
日
本
国
憲
法
違
反
を
論
じ
て
い
る
。

　

世
論
調
査
で
は
、
統
一
教
会
問
題
で
の
自
民
党
の
対
応
に
対
し
、「
十
分
だ
」
が

二
二
％
、「
不
十
分
だ
」
が
六
五
％（
九
月
九
日
〜
一
一
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）、安
倍
元
首
相
の
国

葬
に「
賛
成
」が
三
一・
五
％
、「
反
対
」が
六
二
・
三
％（
九
月
一
七
日
、一
八
日
Ｆ
Ｎ
Ｎ
）

で
あ
る
。
国
民
は
統
一
教
会
、
国
葬
い
ず
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
厳
し
い
眼
を
向

け
て
い
る
。
い
ず
れ
も
民
主
主
義
、
立
憲
主
義
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

　

一
〇
月
三
日
か
ら
臨
時
国
会
が
始
ま
る
。
立
憲
野
党
に
は
徹
底
し
た
追
及
を
期

待
し
た
い
。「
法
と
民
主
主
義
」
で
も
追
及
の
手
を
緩
め
ず
、
緊
急
特
集
の
第
二
弾
、

第
三
弾
を
お
届
け
し
た
い
。

 

（「
法
と
民
主
主
義
」
編
集
委
員
会
　
南
　
典
男
）

　
◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

二
〇
二
二
年
七
月
八
日
、
安
倍
晋
三
元
首
相
が
銃
撃
さ
れ
、
死
亡
し
た
。

　

こ
の
銃
撃
事
件
が
契
機
と
な
っ
て
、
自
公
政
権
を
揺
る
が
す
二
つ
の
大
き
な
問

題
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。

　

一
つ
は
、
統
一
教
会
の
問
題
で
あ
る
。
銃
撃
事
件
の
容
疑
者
の
動
機
は
、
自
ら

の
家
庭
を
統
一
教
会
に
破
壊
さ
れ
た
こ
と
、
安
倍
氏
が
そ
の
統
一
教
会
の
強
力
な

支
持
者
で
あ
る
こ
と
だ
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
容
疑
者
の
母
は
、

夫
が
自
殺
し
た
こ
と
を
契
機
に
統
一
教
会
に
入
信
し
、
自
宅
を
売
却
す
る
な
ど

し
て
約
一
億
円
を
献
金
し
て
自
己
破
産
を
し
、
家
庭
は
崩
壊
し
た
。

　

統
一
教
会
が
多
く
の
違
法
な
献
金
の
強
要
を
繰
り
返
し
て
き
た
団
体
で
あ
る

こ
と
は
、
多
く
の
民
事
・
刑
事
判
決
に
よ
っ
て
法
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

全
国
霊
感
商
法
対
策
弁
護
団
が
ま
と
め
た
資
料
に
よ
る
と
、
弁
護
団
の
も
と
に
寄

せ
ら
れ
た
相
談
件
数
は
二
万
八
二
三
六
件
、
被
害
額
は
約
一
一
八
一
億
円
に
の
ぼ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
深
刻
な
被
害
と
と
も
に
、
統
一
教
会
の
大
き
な
問
題
と
し
て
報
道
さ

れ
て
い
る
の
が
自
民
党
と
の
癒
着
で
あ
る
。
自
民
党
が
九
月
八
日
に
公
表
し
た

「
一
定
以
上
の
関
係
を
認
め
た
」
国
会
議
員
は
一
二
一
人
に
も
及
ぶ
。
派
閥
で
言

え
ば
安
倍
派（
清
和
会
）が
最
も
多
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
選
挙
で
、
多
く
の
自

民
党
議
員
が
統
一
教
会
か
ら
人
的
、
財
政
的
な
支
援
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
自
民
党
と
統
一
教
会
の
政
策
も
、
自
民
党
改
憲
案
や
同
性
婚

へ
の
反
対
な
ど
多
く
の
点
で
共
通
す
る
。

　

本
緊
急
特
集
で
は
、
統
一
教
会
の
教
義
に
遡
っ
て
、
郷
路
征
記
論
文
に
お
い
て

深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
す
手
口
を
詳
し
く
解
明
し
、
有
田
芳
生
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
お
い
て
統
一
教
会
と
自
民
党
及
び
安
倍
家
三
代
と
の
癒
着
の
実
態
を
明
ら
か
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